
オフィスまるべりーで
就労選択支援、
始めます。
就労選択支援とは？

あなたの希望や適性に合った、より良い就労先や働き方が

選択できるよう支援するサービスです。

オフィスまるべりーがあなたと協同して
「働くこと」を整理します！

法人創業当初から就労支援を積極展開し、ノウハウを蓄積してきました。

オフィスまるべりー(就労移行支援)を2021年に開設以降、

60名を超える一般企業への就労者を送り出し、

就労アセスメント（就労能力や生活面に関する情報の整理)

も毎年約20件をお任せいただいてきました。

そんな私たちだからこそできることがあります。

「働くこと」について、丁寧に、一緒に考えていきましょう！

【実施地域】
松江・安来・出雲市
・その他の市町村の場合はご相談ください。

【対象者】
障がいのある方で「働いてみたい」「働くことに迷っている」方

　　　　ぜひご相談ください！

就労選択支援・就労移行支援事業所

オフィスまるべりー
〒 690-0003 島根県松江市朝日町477-17
 松江SUNビル6階（JR松江駅から徒歩2分）

TEL：(松江・安来市連絡先)0852-61-5006
          (出雲市連絡先)0853-72-7200
MAIL：officemulberry@soyu.or.jp



就労選択支援って？
～具体的な支援内容～

①作業場面等を活用した状況把握（※アセスメント)　

②多機関連携によるケース会議

③アセスメントシートの作成　

④事業者等との連絡調整

⑤さまざまな情報提供

※アセスメント：さまざまな経験を通じて、自分の働く力や適性などをよく知り・整理すること

・自分に合っている仕事を探したい

・次の段階に進みたいが方法が
　分からない

・自分に何が向いているか
　わからないが、前に進みたい

などの働くことへのお悩みを

お伺いします。

・働くことへ希望を整頓する

・職場体験などを通し、適性、
　向き不向きなどを明らかにする

・これからの働き方について、
　一緒に考え、見通しを立てる

就労選択のためのサポートを

行います。

・障害福祉サービスの利用

・一般就労に向けた支援
　

・自分自身で就職活動

具体的な行動案を

提案します。

～支援の流れ～～支援の流れ～

Q.利用料はかかりますか？

→サービスの１割ほど
　かかります。世帯の所得に
　応じて減免があります。

Q.利用料はかかりますか？

→サービスの１割ほど
　かかります。世帯の所得に
　応じて減免があります。

Q.現在学生です。
　利用はできますか？

→利用できます。
　まずは学校の先生か、
　オフィスまるべりーに
　ご相談ください。

Q.現在学生です。
　利用はできますか？

→利用できます。
　まずは学校の先生か、
　オフィスまるべりーに
　ご相談ください。

Q.どれぐらいの期間
　かかりますか？

→おおよそ１か月
　程度かかります。

Q.どれぐらいの期間
　かかりますか？

→おおよそ１か月

　程度かかります。

Q.オフィスまるべりー以外の就労継続支援
　A型・B型事業所を利用しています。
　併せての利用はできますか？

→利用できます。
　詳しくは所属事業所のサービス管理責任者さんや、
　相談支援専門員さんにお問い合わせください。

Q.オフィスまるべりー以外の就労継続支援
　A型・B型事業所を利用しています。
　併せての利用はできますか？

→利用できます。

　詳しくは所属事業所のサービス管理責任者さんや、

　相談支援専門員さんにお問い合わせください。

Q.作業の体験はどこでできますか？

→オフィスまるべりーのほか、
　その他福祉サービス事業所、　
　企業でも体験できます。

Q.作業の体験はどこでできますか？

→オフィスまるべりーのほか、
　その他福祉サービス事業所、　
　企業でも体験できます。


